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-----------, 

は
、
誰
に
対
し
ど
の
よ
う
な
争
訟
を
提
起
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

(18
)
こ
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
文
献
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
小
泉
広
子

「
自
治
体
福
祉
行
政
に
お
け
る
子
ど
も
独
自
の
利
益
代
理
の
必
要
性
」
兼
子
仁

先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会

「分
権
時
代
と
自
治
体
法
学
」
（
勁
草
書
房
、
二
0
0
七
年
）
四
七
ニ
ー
四
七
六
頁
が
あ
る
。
小
泉
は
、
親
権
者
が
社
会
生

活
上
法
定
代
理
権
を
行
使
し
て
い
る
実
体
の
な
い
場
合
に
つ
い
て
の
、
特
別
代
理
人
の
選
任
の
余
地
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

[
キ
ー
ワ
ー
ド
]

N
P
O
法
人
と
補
助
金
問
題

N
P
O
法
人
と
福
祉
事
業
、

[
事
例
の
内
容
]

H
県
に
あ
る
J
N
P
O
法
人
は
、

る

(J
N
P
O
法
人
は
、

H
県
の
県
民
K
は、

J
N
P
O
法
人
が
、
補
助
金
の

一
部
を
目
的
外
に
使
用
し
、
又
は
違
法
に
保
有
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。

K

H
県
は
、
前
記
事
業
を
行
う
に
あ
た
り
「

H
県
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
児
童
福
祉
法
、
児
童
福

(
6
)
 

[
事
例
]

N
P
O
法
人
と
補
助
金
、
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
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H
県
よ
り
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て

「
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
」
を
実
施
し
て
い

H
県
よ
り
、
事
業
の
委
託
を
受
け
た
と
い
っ
て
い
る
）
。
J
N
P
O
法
人
の
代
表
者
は

L
で
あ
る
。
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す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。

祉
法
施
行
規
則
、
「
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
実
施
要
綱
」
等
に
定
め
る
も
の
の
他
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
し
て

い
る
。
前
記
国
の
「
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
実
施
要
綱
」
で
は
、
「
国
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
都
道
府
県
が
支
出
し
た
費

[
本
事
例
の
検
討
]

-、

K
は、

J
N
P
O
法
人
と
直
接
の
契
約
関
係
に
は
な
い
か
ら
、

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
仮
に
、

J
N
P
O
法
人
が

H
県
か
ら
の
補
助
金
の
一
部
を
目
的
外
に
支
出
す
る
か
又
は
違
法
に
保
有
し
て
い

る
（
以
下
ま
と
め
て
「
目
的
外
支
出
等
」
と
い
う
）
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
K
が
直
接
財
産
上
の
損
失
又
は
損
害
を
被
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
か
ら
、

K
が
J
N
P
O
法
人
を
相
手
と
し
て
契
約
上
の
責
任
を
追
及
す
る
こ

K
が
J
N
P
O
法
人
を
相
手
と
し
て
、
不
当
利
得
返
還
請
求
又
は
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
、

J
N
P
O
法
人
に
補
助
金
を
支
出
し
て
い
る

H
県
が
、

J
N
P
O
法
人
等
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
請
求
を

二
、
ま
ず、

(

-

）

 

H
県
が
J
N
P
O
法
人
に
対
し
て
な
し
得
る
請
求
を
検
討
す
る
。

H
県
は
、
J
N
P
O
法
人
に
対
し
て
、
H
県
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
実
施
要
綱
（
以
下
「
本
件
要
綱
」
と
い
う
）
に

基
づ
い
て
、
補
助
金
を
支
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
も
そ
も
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
は
、
直
接
、
児
童
福
祉
法
に
そ
の

定
め
の
あ
る
事
業
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
要
綱
は
、
児
童
福
祉
法
、
同
法
施
行
規
則
及
び
国
の
退
所
児
童
等
ア
フ
タ

ー
ケ
ア
事
業
実
施
要
綱
（
以
下
「
国
の
要
綱
」
と
い
う
）
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
児
童
福
祉
法
の
目
的

（同

法
一
条
「
す
べ
て
国
民
は
、
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
生
ま
れ
、
且
つ
、
育
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ

ー
用
に
つ
い
て
、
甫
助
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ネ

r_ 
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で
あ
る
。

す
べ
て
児
童
は
、

ひ
と
し
く
そ
の
生
活
を
保
障
さ
れ
、
愛
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」）
に
沿
う
よ
う
に
、
か
つ
同
法
二
条

の
「
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
の
保
護
者
と
と
も
に
、
児
童
を
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
す
る
責
任
を
負
う
」
こ
と
を
踏
ま
え
、

さ
ら
に
同
法
三
条
の
「
前
二
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
、
児
童
の
福
祉
を
保
障
す
る
た
め
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
原
理
は
、
す
べ

て
児
童
に
関
す
る
法
令
の
施
行
に
あ
た
っ
て
、
常
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
解
釈
指
針
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し

て
、
国
の
要
綱
に
基
づ
け
ば
、

「国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
都
道
府
県
が
事
業
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
別
の

定
め
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

H
県
の
本
件
要
綱
に
基
づ
く
補
助
金
も
、
そ
の
定
め
に
基
づ

い
て
「
事
業
の
た
め
に
」
支
出
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
に
要
求
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
件
要
綱
は
、
退
所
児
童
等
ア

フ
タ
ー
ケ

ア
事
業
の
た
め
に
な
ら
な
い
補
助
金
を
支
出
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
そ
し
て
、

J
N
P
O
法
人
が
、
本
件
要
綱
に
基
づ
く
補
助
金
を
本
件
要
綱
の
定
め
に
反
し
て
支
出
し
た
場
合
、

H
県
は
、

J

N

P

O
法
人
に
対
し
て
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
な
い
し
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
き
、
既
に
支
出
し
た
補
助
金
の
う
ち
、
目
的
外

支
出
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
返
還
請
求
権
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
、

償
責
任
を
負
う
。

三
、
次
に
、

(

-

）
 

H
県
の
J
N
P
O
法
人
に
対
す
る
請
求
権
は
民
法
上
の
権
利

(=
-)
な
お
、
本
件
補
助
金
の
一
部
を
違
法
に
保
有
し
て
い
る
の
が
、

J
N
P
O
法
人
の
代
表
者
L
で
あ
る
場
合
、

L
が、

H
県
に
対

し
て
違
法
に
保
有
し
て
い
る
金
額
に
相
当
す
る
損
害
を
与
え
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、

J
N
P
O
法
人
は
、
特
定
非
営
利
活

動
促
進
法
八
条
及
び

一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
七
八
条
に
よ
り
、
第
三
者
た
る
H
県
に
対
し
て
損
害
賠

H
県
が
、

J
N
P
O
法
人
の
代
表
者
L
に
対
し
て
な
し
得
る
請
求
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

L
は
J
N
P
O
法
人
の
代
表
者
で
あ
る
か
ら
、

J
N
P
O
法
人
が
H
県
か
ら
受
け
た
補
助
金
に
つ
い
て
、
適
正
な
支
出
を
す
る
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の
目
的
外
使
用
等
が
あ
れ
ば
直
ち
に
不
当
利
得
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
交
付
要
綱
等
に
基
づ
い
て
、
そ
の
贈
与
が
取
り
消
さ
れ

て
初
め
て
、
当
該
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
主
体
が
法
律
上
の
原
因
な
く
し
て
他
人
の
財
産
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
た
と
し
て
不

そ
う
す
る
と
、
本
件
で
は
、

H
県
が
本
件
要
綱
に
基
づ
い
て
、

J
N
P
O
法
人
へ
の
補
助
金
の
交
付
を
取
り
消
し
た
場
合
に
、

H
県
は
J
N
P
O
法
人
に
対
し
て
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
特
に

L
自
身
が
違
法
な
行
為
に
よ
り
本
件
補
助
金
か
ら
利
得
を
得
て
こ
れ
を
保
有
し
て
い
る
場
合
は
、

対
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る

四
、
次
に
、

H
県
が
、
上
記
各
請
求
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
場
合
、

こ
の
場
合
、

K
は
、
先
ず
、
住
民
監
査
請
求
（
地
方
自
治
法
二
四
二
条
）
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
（
監
査
請
求
前
置
。
同

法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
）
、

K
は
H
県
の
住
民
と
し
て
、
予
め

H
県
の
公
金
の
支
出
（
本
件
補
助
金
の
支
出
）
に
つ
い
て
法
定
の
期

当
利
得
返
還
請
求
権
が
生
じ
る
と
解
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
補
助
金
は
、

不
等
利
得
返
還
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る

こ
と
に
つ
い
て
監
督
す
る
責
任
を
負
う
（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
一
六
条
、

責
任
は

N
P
O
法
人
内
部
の
も
の
で
あ
り
、

（
二
）
し
か
し
、

賠
償
責
任
を
追
及
す
る
法
文
は
存
し
な
い
。

N
P
O
法
人
の
代
表
者
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
四
二
九
条
一
項
の
よ
う
な
役
員
等
の

第
一
二
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
で
あ
る

H
県
が
、

L
が
不
法
支
出
等
に
よ
る
利
益
を
保
有
し
て
い
る
場
合
は
、

（
民
法
七

0
三
条
）。

L
に
対
し
て
直
接
損
害

H
県
は
、
そ
の
不
正
支
出
等
本
件
補
助
金
の
目
的
外
支

出
に
か
か
る
部
分
に
付
き
、
損
失
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
と
相
当
因
果
関
係
の
あ
る
利
得
を
得
て
い
る

L
に
対
し
て
、

一
般
に
交
付
要
綱
等
に
基
づ
い
て
交
付
さ
れ
る
公
法
上
の
贈
与
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
贈
与

（
民
法
七

0
九
条
）
。

H
県
民
た
る

K
が
、
何
を
な
し
得
る
か
が
問
題
と
な
る
。

一
七
条
、

H
県
は
、

L
に

二
七
条
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
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[も

っ
と
論
点
を
深
め
る
た
め
に
]

限
で
あ
る
一
年
以
内
（
同
法
二
四
二
条
二
項
）
に
H
県
監
査
委
員
に
対
し
て
監
査
請
求
を
す
る
必
要
が
あ
る

K
に
よ
る
監
査
請
求
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、

告
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る

（
同
条
四
項
）
。

H
県
知
事
が
、
監
査
委
員
の
こ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
、

J
N
P
O
法
人
や
そ
の
代
表
者
L
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
な
い
し

損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
れ
ば
、

五、

K
の
審
査
請
求
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、

又
は
不
当
利
得
返
還
請
求
を
訴
訟
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
と
な
る

（地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
）
。

K
が
、
こ
の
訴
訟
で
勝
訴
し
、
そ
の
判
決
が
確
定
す
れ
ば
、

こ
の
場
合
、

K
は、

H
県
に
対
し
て
、
上
記
請
求
訴
訟
に
か
か

っ
た
弁
護
士
報
酬
の
相
当
額
の
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る

（
同
法
二
四
二
条
の
二
第
―
二
号
）
。

利
得
返
還
請
求
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
と
な
る

た
こ
と
と
な
り
、

K
の
当
初
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
。

H
県
の
監
査
委
員
は
、

H
県
は
J
N
P
O
法
人
が

H
県
の
本
件
補
助
金
を
不
正
支
出
等
し
た
こ
と
に
よ
る
損
失
を
回
復
し

K
は、

（同
条
一
項
）
。

H
県
知
事
に
対
し
期
間
を
示
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
勧

H
県
知
事
に
対
し
て
、

J
N
P
O
法
人
又
は

L
を
被
告
と
し
て
、
損
害
賠
償

H
県
知
事
が
J
N
P
O
法
人
又
は

L
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
又
は
不
当

（同
法
二
四
二
条
の
三
第
二
項）
。

H
県
と
J
N
P
O
法
人
と
の
委
託
関
係
が
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
委
託
関
係
の
法
的
性
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考

え
ら
れ
る
か
、
そ
の
法
的
性
質
が

K
に
よ
る
住
民
訴
訟
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
か
、
さ
ら
に
考
察
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

地
方
自
治
法
に
よ
る
住
民
の
監
査
請
求
や
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
、
そ
の
仕
組
み
や
請
求
の
方
法
な
ど
を
具
体
的
に
追
求
し
よ
う
。




